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生
活
圏
の
除
染
を
進
め
て
い
ま
す

原
発
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
大
量
の
放
射
性
物
質
で
、
多
く
の

市
民
が
健
康
へ
の
影
響
を
心
配
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
こ
の
不
安
を
一
刻
も
早
く
解
消
し
、
原
発
事
故
前
の
生
活

環
境
を
取
り
戻
す
た
め
、
除
染
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
除
染
に

よ
っ
て
環
境
中
の
放
射
性
物
質
を
低
減
さ
せ
、
追
加
被
ば
く
線
量

を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
月
号
で
は
除
染
の
取
り
組
み
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

優
先
地
域
の
除
染

優
先
地
域
以
外
の
除
染

住
宅
な
ど
の
除
染
の
方
法

必
要
と
な
る
一
時
保
管
所
の
確
保

　

市
で
は
「
田
村
市
除
染
実
施

計
画
」
に
基
づ
き
、
24
年
７
月

か
ら
生
活
圏(

住
宅
周
辺)

の
除

染
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

市
内
東
部
と
北
東
部
の
放
射

線
量
率
が
高
い
傾
向
に
あ
る
た

め
、
旧
緊
急
時
避
難
準
備
区
域

(

都
路
町
の
避
難
指
示
解
除
準
備

区
域
を
除
い
た
全
行
政
区
、
常

葉
町
の
堀
田
、
黒
川
、
田
代
、

山
根
行
政
区
、
船
引
町
の
横
道

行
政
区)

と
船
引
町
の
上
移
、
北

移
、
南
移
、
中
山
行
政
区
を
優

先
地
域
と
し
ま
し
た
。
住
宅
を

は
じ
め
、
公
共
施
設
、
生
活
圏

に
隣
接
す
る
山
林
な
ど
を
重
点

に
、
除
染
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
避
難
指
示
解
除
準
備

区
域
の
都
路
町
第
８
行
政
区
の

小
滝
沢
地
区
と
第
９
行
政
区
は
、

環
境
省
が
直
接
除
染
を
行
い
ま

し
た
。

　

本
年
８
月
に
優
先
地
域
以
外

の
市
全
域
を
対
象
と
し
た
生
活

圏
等
除
染
事
業
を
発
注
し
ま
し

た
。

　

市
内
北
部
の
地
域
は
、
事
前

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
除
染
作
業(

一

時
保
管
所
の
設
置
も
含
む)

を
行

い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
地
域
は
、

事
前
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
い
ま

　

住
宅
な
ど
の
生
活
圏
で
は
、

地
表
か
ら
１
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

で
の
事
前
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結

果
で
、
０
・
23
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

ベ
ル
ト
以
上
の
空
間
線
量
率
が

計
測
さ
れ
た
敷
地
が
除
染
作
業

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

除
染
は
、
住
宅
周
り
の
汚
染

さ
れ
て
い
る
箇
所
の
堆
積
物
の

除
去
や
表
土
の
削
り
取
り
な
ど

を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
生
活
圏

に
隣
接
す
る
森
林
で
は
、
森
林

と
の
境
界
付
近
の
空
間
線
量
率

が
低
減
す
る
よ
う
、
20
メ
ー
ト

ル
奥
ま
で
の
範
囲
を
目
安
と
し

て
堆
積
物
の
除
去
を
行
い
ま
す
。

そ
の
際
、
下
草
は
刈
り
ま
す
が
、

樹
木
の
伐
採
は
行
い
ま
せ
ん
。

具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
、

個
別
敷
地
の
空
間
線
量
率
の
状

況
や
地
形
、
建
物
の
配
置
に
基

づ
き
検
討
し
ま
す
。
除
染
で
発

生
し
た
除
去
物
は
、
市
の
仕
様

に
基
づ
く
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
コ
ン

テ
ナ
に
詰
め
込
み
、
一
時
保
管

所
に
運
搬
し
保
管
し
ま
す
。
除

す
。

　

事
前
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
受
託

業
者
が
訪
問
し
て
住
宅
周
辺
の

空
間
線
量
率
を
測
定
し
ま
す
。

訪
問
す
る
際
に
は
身
分
証
明
書

を
提
示
し
、
了
解
を
得
て
か
ら

測
定
業
務
を
行
い
ま
す
。
皆
様

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

染
を
行
う
に
は
、
一
時
保
管
所

の
確
保
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

保
管
さ
れ
た
除
去
物
は
、
27

年
春
に
供
用
開
始
予
定
の
、
国

が
設
置
す
る
中
間
貯
蔵
施
設
へ

搬
出
し
ま
す
。

　

除
染
を
進
め
る
上
で
の
最
大

の
課
題
が
、
除
染
に
伴
っ
て
発

生
す
る
土
壌
や
草
木
な
ど
の
処

理
で
す
。
こ
れ
ら
は
最
終
的
に

国
が
設
置
す
る
中
間
貯
蔵
施
設

へ
運
搬
し
ま
す
が
、
整
備
さ
れ

る
ま
で
の
間
、
市
が
国
の
支
援

を
得
て
保
管
場
所
を
確
保
し
保

管
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
協
力

を
得
な
が
ら
、
一
時
保
管
所
の

設
置
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

一
時
保
管
所
の
設
置
に
あ

た
っ
て
は
、
国
で
定
め
て
い
る

仮
置
き
場
と
同
じ
構
造
と
し
、

安
全
性
に
十
分
に
配
慮
し
て
い

ま
す
。

●優先地域の生活圏除染の進捗状況

●参考：避難指示解除準備区域の除染実施状況 ( 実施主体　環境省 )

地　域 戸建住宅、公共施設など計 実施個所 (作業中も含む ) 進捗率
都路町 ( 旧警戒区域を除く全域 ) ９７５ ８０４ ８２％
常葉町 ( 堀田、黒川、田代、山根行政区 ) ４６４ ２００ ４３％
船引町 ( 上移、北移、南移、中山、横道行政区 ) ９７７ ３７９ ３９％

合　計 ２，４１６ １，３８３ ５７％

地　域 宅地 実施個所 進捗率
都路町 ( 第８行政区の小滝沢地区および第９行政区 ) １２０ １２０ １００％

　

放
射
性
物
質
に
よ
る
影
響
は

市
内
全
域
に
及
ん
で
お
り
、
行

政
の
力
だ
け
で
早
急
に
除
染
を

進
め
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
１

日
で
も
早
く
空
間
線
量
率
を
低

減
さ
せ
る
た
め
に
は
、
市
が
主

体
と
な
り
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

理
解
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
地

域
一
体
と
な
っ
て
除
染
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
市
民
部 

原
子
力
災
害
対
策
課

　
　

　
　

　
　

(
82-

１
１
１
６

除
染
に
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

①除染作業および一時保管所施工地区
( 船引町瀬川地区、美山地区、文珠地区、要田地区、常葉町西向地区、
  鹿山地区の生活圏および生活圏に隣接する森林、一時保管所 )

工　種
平成２５年 平成２６年

９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月
事前モニタリング
除染作業
一時保管所造成
一時保管所搬入
②事前モニタリング先行地区
( 船引町船引地区、芦沢地区、七郷地区、除染優先地域および①以外
  の常葉町地区、大越町地区、滝根町地区の生活圏 )

工　種
平成２５年度 平成２６年度

９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月
事前モニタリング

２５年１０月２２日現在

＜本年度の作業スケジュール＞

【除染の目標】
　田村市除染実施計画では、環境省の特別措置法基本方針に基づき、長期
的に追加被ばく線量を年間１ミリシーベルト ( 毎時０．２３マイクロシーベ
ルト ) 以下にすることを目標としています。
　原発事故以前から、通常日本人は年間に平均１．５ミリシーベルトの放射
線を自然界から受けています。このうち、自然界に元々存在する大地から
の放射線量は毎時０．０４マイクロシーベルト程度です。
　この自然界の放射線量に、家屋などの遮蔽 ( しゃへい ) 効果を考慮しなが
ら、追加被ばく線量が年間１ミリシーベルト以下となる毎時０．１９マイク
ロシーベルトを加算したのが、環境省が算定した毎時０．２３マイクロシー
ベルトという数字です。
　この数字はあくまで理論上の計算で、実際の生活では、１日中同じ場所
にとどまるわけではないため、毎時０．２３マイクロシーベルト以上の地点
が含まれる地域で生活しているからといって、必ずしも年間追加被ばく線
量が１ミリシーベルトを超えるわけではありません。


